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衆
議
院
議
員
服
部
良
一
君
提
出
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
欠
格
要
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
七
項
は
、
「
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
委
員
長
又
は
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
し
て
お
り
、
同
項
各
号
に
お

い
て
欠
格
条
項
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
又
は
委
員
（
以
下
「
委
員
長
等
」
と
い
う
。
）

に
任
命
さ
れ
る
時
点
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
文
言
上
明
ら
か
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

公
益
社
団
法
人
日
本
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
協
会
及
び
一
般
財
団
法
人
高
度
情
報
科
学
技
術
研
究
機
構
の
役
員
及
び
使
用
人
そ
の

他
の
従
業
者
は
、
い
ず
れ
も
法
第
七
条
第
七
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
該
当
し
な
い
。

二
及
び
二
の
�
か
ら
�
ま
で
並
び
に
三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
の
参
議
院
環
境
委
員
会
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案
の
審
議

等
を
踏
ま
え
、
委
員
長
等
が
電
力
会
社
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
法
に
お
い
て
定
め
る
欠
格
条
項
と

は
別
に
、
「
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
要
件
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
七
月
三
日
内
閣
官
房
原
子
力
安

一



全
規
制
組
織
等
改
革
準
備
室
。
以
下
「
政
府
文
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
お
い
て
は
、
「
原
子
力
規

制
委
員
会
設
置
等
に
関
す
る
件
」
（
平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日
衆
議
院
環
境
委
員
会
決
議
）
や
「
原
子
力
規
制
委
員
会
設

置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日
参
議
院
環
境
委
員
会
）
等
を
参
考
に
し
つ
つ
、
「
就
任
前
直

近
三
年
間
に
、
原
子
力
事
業
者
等
及
び
そ
の
団
体
の
役
員
、
従
業
者
等
で
あ
っ
た
者
」
又
は
「
就
任
前
直
近
三
年
間
に
、
同

一
の
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
、
個
人
と
し
て
、
一
定
額
以
上
の
報
酬
等
を
受
領
し
て
い
た
者
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
委
員

長
等
に
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
原
子
力
事
業
者
等
」
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
等
が
電
力
会
社
か
ら
距

離
を
置
く
こ
と
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
政
府
文
書
を
作
成
し
た
政
府
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
年
八
月

三
日
の
参
議
院
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
等
に
お
い
て
、
電
力
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
済
的
に
強
い
つ
な
が
り
が
認

め
ら
れ
る
者
を
指
し
、
独
立
行
政
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

二


